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Ⅰ．介護保険住宅改修の制度 

 

　　要介護（要支援）認定を受けた被保険者が、実際に居住する住宅に「手すりの 

　取付け」などの住宅改修を行ったときに、一定の範囲（支給限度基準額）の費用

　について、介護保険から支給されます。 

 

 

１　住宅改修費の支給要件 

 

（１）対象者 

　　要支援・要介護と認定された人（要支援・要介護被保険者） 

 

 

（２）支給の対象となる改修工事 

 

 

（３）給付について 

　　　工事着工前に由布市へ住宅改修の事前申請が必要です。詳細は、Ｐ８の　 

　　「Ⅱ．住宅改修費の申請手続き」を参照してください。 

 

 

 

 
種 類 内 容

 

手すりの取付け
居室、廊下、便所、浴室などに転倒の防止、

又は移動しやすくするために設置するもの

 

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室などの各室間の床段

差を解消するものや玄関先にスロープを設置

する工事など

 

滑りの防止・移動の円滑化等のた

めの床又は通路面の材料の変更

居室の畳敷きから板製床材等への変更、浴室の

床材の滑りにくいものへの変更、通路面の滑り

にくい舗装材への変更など

 

引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカ

ーテン等への取替えやドアノブの変更など

 

洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替え（水洗化等の費

用は含まれない）

 

上記の住宅改修に付帯して必要と

なる工事

壁の下地補強、給排水設備工事、下地補修や

根太の補強、床材の変更など
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（４）給付限度額 

　　介護保険の給付対象となる住宅改修費用の上限は工事費２０万円です（２０

　　万円を超えた工事費用は全額、利用者負担になります）。由布市に申請すること

　　で、利用者負担割合分（１割～３割）を除いた金額が給付されます。 

　　なお、利用者負担割合は住民税の課税状況や所得によって異なります。 

 

 

　給付例 

 

（５）受領委任払い 

住宅改修に要した費用のうち、介護保険住宅改修費として被保険者に対し保険

給付される額の限度において、市が事業者に支払う制度をいいます。なお、受領委

任払いが適用されるのは由布市に登録している事業所を利用した場合に限ります。 

 

 

登録事業所の要件

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号、以下「施行

令」という。）第１６７条の４第１項に規定する、契約締結能

力を有しない者もしくは復権を有しない破産者または暴力団員

等に該当しないこと。 

（２）施行令１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認

められた者にあっては、その事実があった後、２年を経過した

者であること。 

（３）登録を受けようとする年の１月１日において引き続き２年

以上、同種の事業を営んでいる者であること。 

（４）法人にあっては、県内に事業所を有する者、個人にあって

は、市内に住所を有する者であること。 

（５）市町村民税を完納している者であること。 

（６）当該年度を除く直近３年間において、市における居宅介護

住宅改修費等の支給に係る施工実績件数が５件に達しているこ

と。
 登録申請時の必要書類 

（次ページに続く）

（１）介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録申請書（様式

第１号） 

（２）代表者身元証明書（法人の場合は登記簿謄本又はこれに代

わるもの、個人の場合は住民票又はこれに代わるもの） 
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 （３）印鑑証明書及び使用印鑑届（様式第６号） 

（４）市町村民税完納証明書 

（５）市における介護保険住宅改修の施工実績一覧表（参考様式

あり） 

（６）その他必要な書類
 

登録有効期間
有効期間開始年度から３カ年度。 

（登録決定通知書の登録決定日を有効期間開始日とする）
 

登録の更新申請

登録有効期間が満了する前月末までに、次に掲げる書類を提出

すること。 

（１）住宅改修事業者登録申請書（様式第１号） 

（２）市における介護保険住宅改修の施工実績一覧表
 

住宅改修時の留意点

【受給資格の確認】 

住宅改修を行うにあたっては、利用者の提示する介護保険被保

険者証及び負担割合証によって被保険者資格、住所、要介護認定

等の有無及び有効期間並びに給付制限の有無等、負担割合等を確

認し、住宅改修費受領委任払いが可能であるかどうか確認してく

ださい。 

 

【適用除外】 

次に該当する方が住宅改修を行う場合、「受領委任払い」は利用

できません。 

・介護保険法（以下「法」という。）第 66 条第 1 項に規定する支

払方法変更の記載※を受けている方 

・法第 67 条第 1 項の規定による保険給付の差止めを受け、もし

くは法第 68 条第 1 項に規定する保険給付差止記載※を受けて

いる方 

・法第 69 条第 1 項に規定する給付額減額等の記載※を受けてい

る方 

※記載があっても事前申請日時点で終了年月日を過ぎている場合

は受領委任払いが可能です。 

・生活保護法の適用を受けている方 

 

【事前申請時の提出物】 

受領委任払に係る当該費用の支給を受けようとする利用者は、住

宅改修に要する費用（消費税含む）の合計額が５万円以上となっ

た場合は、他の施工事業者が作成した相見積りを必要とします。
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２　留意点 

 

① 申請の時期 

 

　介護保険住宅改修費の申請時期は、工事着工前に申請する必要がありま

す。申請後に工事内容の審査を由布市において実施しますので、申請した内

容がすべて給付の対象として認められるわけではありません。 

　また、工事着工後の申請は受付できませんのでご注意ください。 

 

 

② 認定申請中の場合 

 

　介護認定申請中で、認定結果が出ていない場合でも介護保険住宅改修費の

申請を行い、住宅改修工事を着工することは可能です。 

　ただし、自立の判定が出た場合は、保険給付を受けられず改修費用の全額

が自己負担となります。 

　また、給付時期については認定結果後となります。 

 

 

③ 住宅改修費の対象となる住宅 

 

 住宅改修費の支給対象となる住宅は、被保険者証（住民票）の住所の住宅

となります。住民票と居住地が異なる場合は、あらかじめ居住地に住民票を

異動し、住宅改修を行います。 

 

 

④ 対象者本人が入院・入所している場合 

 

　　　　　対象者本人が入院・入所している場合は、基本的に介護保険の住宅改修

　　　　費の給付はできません。 

　　　　　ただし、対象者が退院・退所の日が明確であって、あらかじめ工事を行

　　　　う必要がある場合は、介護保険住宅改修費の申請を行い、住宅改修工事を

　　　　着工することは可能です。住宅改修費の給付は、退院（退所）後になりま

　　　　す。 
　　　　※退院（退所）の予定がなくなった場合は、全額自己負担となります。 
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３　給付可能額の例外による取扱い 
　（１）要介護状態区分が３段階以上重くなった場合 

 

事例① 

 

 
 

事例② 

 

 
要介護状態区分が３段階以上重くなった場合は、それまでの利用状況にかかわらず、改

めて支給限度基準額が２０万円となり、住宅改修費が支給されます。この場合の基準とな

るのは、最初に住宅改修費の支給を受けた要介護状態区分で、この取り扱いは一人の被保

険者につき１回限りとなります。
 

要支援１⇒要介護３～５、要支援２・要介護１⇒要介護４～５、要介護２⇒要介護５

 要支援１と認定された状態では住宅改修を行わず、要介護１となってはじめて住宅改修を行

い、住宅改修費の支給を受けた。更に要介護状態区分が３段階以上重くなった場合、再度住宅

改修費が支給されます。

 
要介護度 支給限度基準額 改修費用額 支給限度残額

 
要 支 援１ ２０万円 利用なし ２０万円

住宅改修以前に認定された 
要介護状態区分

 

 
要介護１ ２０万円

改修費用 
２０万円

０円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分

 

 
要介護３ 0 円 利用不可 ０円

初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分より２段階上昇

 

 
要介護４ ２０万円

利用可能 
（リセッ

ト）

２０万円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分より３段階上昇

 要介護１のときに初めて住宅改修に着工し、その後要介護４となったが住宅改修を行わなか

った、更に要介護３と認定されたときには利用不可となります。再び要介護４以上と認定され

た場合は、介護状態区分が３段階以上重くなり再度住宅改修費が支給されます。

 
要介護度 支給限度基準額 改修費用額 支給限度残額

 
要介護１ ２０万円

改修費用 
２０万円

０円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分

 

 
要介護４ ２０万円

利用可能 
（改修せ

ず）

２０万円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分より３段階上昇

 

 
要介護３ 0 円 利用不可 ０円

初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分より２段階上昇

 

 
要介護４ ２０万円

利用可能 
（リセッ

ト）

２０万円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分より３段階上昇
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事例③ 

 

 
事例④ 

 

 
事例⑤ 

 

 

 

 

 

 要介護１のとき初めて住宅改修に着工し、費用１０万円分を利用した。更に要介護３のとき

費用１０万円分を利用した場合、初めて着工した要介護度（要介護１）より要介護状態区分が

３段階以上重くなった場合、再度住宅改修費が支給されます。

 
要介護度 支給限度基準額 改修費用額 支給限度残額

 
要介護１ ２０万円

改修費用 
１０万円

１０万円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分

 

 
要介護３ １０万円

改修費用 
１０万円

０円
残り１０万円を利用し、２回目の

住宅改修

 

 
要介護４ ２０万円

利用可能 
（リセッ

ト）

２０万円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分より３段階上昇

 要介護３のとき初めて住宅改修に着工し、費用１０万円分を利用した。更に要介護１のとき

費用１０万円分を利用した場合、後に要介護４と前回より要介護状態区分が３段階以上重くな

ったとしても、基準は初めて着工した要介護３なので、住宅改修費は支給されません。

 
要介護度 支給限度基準額 改修費用額 支給限度残額

 
要介護３ ２０万円

改修費用 
１０万円

１０万円
初めて住宅改修を着工した 
日の要介護状態区分

 

 
要介護１ １０万円

改修費用 
１０万円

０円
残り１０万円を利用し、２回目の

住宅改修

 

 
要介護４ ０円 利用不可 ０円

初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分より１段階上昇

 支給限度基準額に残額があったとしても、要介護状態区分が３段階以上重くなった場合は、

リセットされ支給限度基準額は２０万円となる。

 
要介護度 支給限度基準額 改修費用額 支給限度残額

 
要介護１ ２０万円

改修費用 
１２万円

８万円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分

 

 
要介護４ ２０万円

利用可能 
（リセッ

ト）

２０万円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分より３段階上昇
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　　（２）転居した場合 

 

事例① 

 

 

事例② 

 

 転居した場合は、転居前の住宅にかかる住宅改修費の支給の有無に関係なく、転居後の住宅

について改めて支給限度基準額が２０万円となり、住宅改修費が支給されます。 

なお、転居前の住宅に再び転居した場合は、転居前の住宅にかかる支給要件が復活します。

 転居した場合は、転居前の住宅にかかる住宅改修費の支給状況にかかわらず、転居後の住宅

について住宅改修費が支給されます。 

また、要介護状態区分が３段階以上重くなった場合の取り扱いは、転居後の住宅を初めて住

宅改修を着工した日の要介護状態区分が基準となります。

 
要介護度 支給限度基準額 改修費用額 支給限度残額

 
要介護１ ２０万円

改修費用 
２０万円

０円 転居前の住宅を改修

 

 
要介護１ ２０万円

改修費用 
２０万円

０円 転居後の住宅を改修

 

転居後の住宅について初めて住宅

改修を着工した日の要介護状態区

分より３段階上昇

 
要介護４ ２０万円

利用可能 
（リセッ

ト）

０円

 転居前の住宅に戻った場合は、従前の支給要件が復活します。従って、要介護状態区分が３

段階以上重くなった場合の取り扱いも、転居前住宅を初めて住宅改修を着工した日の要介護状

態区分が基準となります

 
要介護度 支給限度基準額 改修費用額 支給限度残額

 
要介護１ ２０万円

改修費用 
１５万円

５万円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分

 

 
要介護２ ２０万円

改修費用 
２０万円

０円 転居後の住宅を改修

 

従前の住宅に戻る

 
要介護３ ５万円

改修費用 
５万円

０円 従前の利用残額まで利用可能

 

 

要介護４ ２０万円

利用可能 
（リセッ

ト）

２０万円
初めて住宅改修を着工した日の 
要介護状態区分より３段階上昇

転

居

転

居

転

居
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Ⅱ．住宅改修費の申請手続き 

 

１　申請書及び添付書類 

 

〈工事着工前〉 

 

〈工事着工後〉 

 

２　留意事項 

 

　〈申請書〉 

ž 着工日が、認定有効期間内であること 

ž 印鑑が指定の箇所に鮮明に押印されていること（スタンプ式は不可） 

ž 原則として申請者、口座名義が対象者本人であること 

（申請者以外が承認通知の受取り、給付費の受取りをする場合は委任状が必

要となります。） 

　〈住宅改修が必要な理由書〉 

ž 住宅改修を必要とする理由と対象者本人の身体状況に整合性があること 

ž 理由書と、工事の内容が一致すること 

　〈着工前後の写真〉 

ž 着工箇所が着工前と後で確認できること（同じアングル） 

ž 着工後写真で、工事の完成が確認できること 

ž 写真中に着工前、完成の日付が入っていること 

ž 箇所別に、見取図や見積書等と同じ番号が振ること 

　〈見取図〉 

ž 工事を行った箇所の拡大図と家屋全体の見取図を作成すること 

ž 段差解消工事がある場合は、断面図を作成すること 

ž 形状、間取り等が変わる場合は、着工前後の図面を作成のこと 

ž 箇所別に、写真や見積書等と同じ番号が振ること 

　〈見積書（内訳書）〉 

ž 工事箇所別（部屋ごと）に、工事内容、材料費などを明記すること。とくに

材料費は商品名、メーカー名、品番、部材単価、数量等を明記すること。 

ž 領収証の金額と一致すること（値引き等があれば明記のこと） 

ž 箇所別に、見取図や写真と同じ番号を振ること 

ž 受領委任払いにて住宅改修に要する費用（税込）の合計額が５万円以上とな

る場合は、２社以上の相見積もりを提出すること 

 

 ① 介護保険 居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 

② 住宅改修が必要な理由書 

③ 住宅改修承諾書（改修を行う家屋の所有者が本人もしくは配偶者以外の

場合） 

④ 工事着工前の写真（日付入り） 

⑤ 見取図（平面図） 

⑥ 見積書（内訳書） 

⑦ 断面図（段差解消等がある場合）

 ⑧ 住宅改修完了届 

⑨ 工事着工後の写真（日付入り） 

⑩ 領収書（原本）
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　〈領収書〉 

ž 見積書等の金額と一致すること 

ž 領収日は必ず記入すること 

ž 領収書の宛名は被保険者本人名義 

　〈その他〉 

ž 申請書及び添付書類中の宛名等は、対象者本人の名を記すこと 

 

 

３　手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書提出
工事着工前に申請書類を提出します。 

着工後の申請は、本制度の対象となりません。 
　※必要書類についてはＰ7 を参照してください。

 

審査

由布市高齢者支援課にて住宅改修の内容が適切か審

査を行います。審査後、「住宅改修承（不承認）認通

知」を発送します。審査結果は、おおむね１週間～

１０日前後で発送となります。 
※通知が不承認の場合は、その住宅改修は介護保険の対象となりませ

ん。

 

工事着工
「住宅改修承認通知」を受取り後、工事の着工とな

ります。

 

完了届の提出
工事完了後に完了届を提出します。（施工業者に支払

いも済ませてください）

 

振込み

書類の内容を確認後、ご本人の負担割合に応じて、

対象工事費の９割～７割を指定口座にお振込みしま

す。
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４ 住宅改修費支給申請にかかる写真撮影及び見取図のポイント 

 

 

 

 参 考  

玄関等の段差の昇降の為に手すり

を取付ける際は、段差との関係もわ

かるように写真を撮影してください。 
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写真撮影の参考例 

外階段（改修前） 外階段（改修後） 

 

 

  

勝手口（改修前） 勝手口（改修後） 
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扉の取替え（改修前） 

引き戸→折れ戸 

扉の取替え（改修前） 

引き戸→折れ戸 

 

 

  

手すり（改修前） 

 

手すり（改修後） 

 

Ｒ●.●.● 

Ｒ●.●.● 
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写真貼付用紙 （ 介護保険 住宅改修用 ） 

被保険者氏名 由布 太郎 被保険者番号 0000999 

施工業者等名  ●●●株式会社 写真番号 ① 

改修箇所 廊下 工事種別 手すりの取付け 

改修前 

 

改修後 

 

 ※この台紙の写真番号は、平面図に付ける改修箇所番号と同じ番号を付してください。１枚の 

写真に納まりきらない場合は複数の写真で撮影し、それぞれ別の台紙に貼り付け、写真番号 

には枝番号を付してください。 

参 考 

Ｒ●.●.● 

改修予定箇所がわかるよう

に図のように表示する 
写真を撮影した日付を表示（も

しくは、黒板等で表示する） 

改修前と同じアングルで撮

影すること 

写真番号は見取図の番号と

一致すること 

Ｒ●.●.● 

手すりを付ける位置や周囲の扉、床等

が写るように撮影すること 
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（浴室）

（ＬＤ）

（Ｋ）

（玄関） （和室）

（脱衣所） （ＷＣ）

由布市庄内町 株式会社　●●●●

①木製手すり　Ｌ＝500（タテ）

②木製手すり　Ｌ＝800（ヨコ）

③木製手すり　Ｌ＝2000（ヨコ）

④踏台設置　　（段差解消）

⑤木製手すり　Ｌ＝500（Ｌ字：ヨコ400　タテ400）

（件名）
由布　太郎　様

（工事場所）

見取図（例）

⑤
④

③

②①

見取図と写真の施行箇所の番号は一

致すること
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1
4
5

1
4
5（踏台固定）

600

施工前

④踏台設置（段差解消）　断面図（例）

2
9
0

施工後

株式会社　●●●●
（件名）

由布　太郎　様
（工事場所）

由布市庄内町
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